
（別紙２）

地域リハビリテーション活動支援事業 事業の流れ
～地域包括支援センター・介護事業所向け フローチャート～

③ 実施検討
・支援内容

・可否の連絡

⑦ 申請者へ結果

（記録票等）の通知

① 相談

地域支援係に窓口または電話で相談

【事業所および地域包括支援センター 】

【 対 象 】
塩竈市内の高齢者を支援する介護サービス事業所および地域包括支援センターの申請により、

市が必要と認めたもの（支援を希望する専門職種が事業所に配置されている場合を除く）

【 地域支援係 】

④ 実施決定

② 書類提出

・地域リハビリテーション活動支援事業申請書（様式１）

・利用者基本情報

・その他必要と思われる書類

（追加で専門職から情報提供を求められる場合があります）

必要時実施日時や会議開催に向けた

各関係者との調整

⑤ 打合せ

⑥ 実 施

〇 従事者

・高齢福祉課専門職

（理学療法士等）

※但し(３)については

他機関専門職への依頼も

可（管理栄養士や歯科

衛生士等）

必要時

【 事業内容 】

(1) サービス担当者会議への参加・助言

(2) 地域ケア会議への参加・助言

(3) 本人の生活行為・介護者を含めた生活環境等の課題抽出の為のアセスメント

(4) 介護サービス事業所に従事する介護職員等への介護予防に関する技術的助言

または各種勉強会

⑧ アンケート（様式４）提出

※実施後１～３か月後を目安に

ご提出をお願いします。


